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西東京市（旧保谷市）で1983年に代理人（市議会議員）になった坪井照子さん。
坪井さんは、当時のごみ問題に関心を持ち生活クラブの仲間たちとビン・缶の分別や古紙回収に取り組んで

いました。生活クラブ保谷センターでビンや缶の分別をしながら、ごみの分別回収を求め
る陳情や請願を市に出し続けました。でも当時の議会では受けいれられず、それなら…と

「混ぜればごみ、分ければ資源」をテーマに活動の仲間と市議会議員選挙に挑戦、多摩
きたエリアで初めての代理人となりました。議員を辞めてからも仲間とリサイクルショップ
を開店したり、生ごみのたい肥化に取り組んだり、海外の先進事例の見学に行ったりと、
ごみ問題に長く取り組んでいたそうです。
今、行政がごみの分別回収をするのは当たり前になっていますが、その当たり前を生み出したのは、地域の
中で問題意識を持ちながら活動してきた市民だった、しかもそれが生活クラブの組合員活動だったのです。

生活クラブでは「環境」「地域福祉」「平和」という分野に分け、それぞれ5か年計画と1年ごと
の計画を立てています。その計画は組合員が集まる総代会で承認され、組合員みんなですす
めていきます。2024年度は2025年からの5年間について、多摩きたの組合員アンケートを参
考に、実現したい未来に向けて話し合い、計画をまとめました。

世界中の協同組合が指針としている「協同組合原則」の中

に第７原則「地域社会(コミュニティ)への関与」があります。

協同組合は、組合員が承認する政策＊にしたがって、地域

社会の持続可能な発展のために活動しているんだよ！

2024年7月
さがみこファームでソーラー

シェアリングの見学

2025年1月
「イスラエル軍元兵士ダニーさんが語る非戦論」

100人以上の参加者がありました。

当時はこんな風にみんなで資
源回収をしていたそうです。

生前の坪井さん

2024年7月
子どもと大人が一緒に、
楽しく体験しながら学べ
る省エネ環境フェアを開
催しました。

2025年1月
東京農工大学の高田秀重先生から、合成洗剤
やプラスチックが環境にどんな影響を与えてい
るか、調査結果を踏まえたお話を聞きました。

東村山のワーカーズ・コレク
ティブ「スーユンタン」が、地域
で必要とされている家事支援
事業（愛称：サポすけ）を生
活クラブとの共同事業として
実験的に始めました。

2025年1月
「子どもと若者に必要な居場所を考える」フォーラム

開催。関心を持つ人たちが集まりました。
基調講演の後、4グループに分かれて討議。

まち あきるのは、生活クラブが所有する「協同村ひだま
りファーム」で毎月子育てひろばを開催しています。

ワーカーズ・コレクティブって？
詳しくはこちらから→

夏場は55度！

みんなで考えるまちづくり生活クラブのポリシー

一頭丸ごといただきます♪

め
ざしていること

なぜ、共同購入するための生協が

まちづくりに取り組むの？

まちづくりも大切な活動なんだね！

多摩きた
生活クラ

ブの

16ま
ちで

もさ
まざ

まな

活動をし
てい

ます
。

興味のある分野があったら、
ぜひ企画に参加してくださいね！

企画が決まるとチラシで
お知らせします。

私たちが

ひとりでできないことも仲間と一緒ならできる。それが生活クラブのまちづくり。

誰もが安心して暮らせるあたたかい地域づくり

循環型社会の実現

世界が平和であること

再生可能エネルギー
の普及
脱原発
ゴミ削減

合成洗剤などの化学物質の使用を減らす

子どものうちから環境教育
身近にある多摩の森で楽しいイベント

子どもがのびのび過ごせる場所
生活クラブのフリースクール
行政にも働きかける

地域の中に子どもも年配の人も話せる場がある
10代の子たちの居場所がある

生活クラブの施設を活用して人が集まる場を作りたい

自分が住んでいる地域に、やりがいを持って働ける場があること
障がいがある人もない人も一緒に働く
ワーカーズ・コレクティブ、協同労働という働き方を広める

「…だったらいいな」と願い、そこに向けて少しずつ進んでいく。

それが、社会に大きな影響を与えることを、私たちの大先輩が証明しています。

第1原則　自発的で開かれた組合員制
第2原則　組合員による民主的管理
第3原則　組合員の経済的参加
第4原則　自治と自立
第5原則　教育、訓練および広報
第6原則　協同組合間協同
第7原則　コミュニティへの関与

協同組合のアイデンティティに関する
国際協同組合同盟(ICA)声明より

多様な居場所・子ども食堂

働く・つながる
子育て

森・水・空気の
つながりを意識する

環境汚染を減らす
気候危機対策

（写真提供：西東京生活者ネットワーク）



  

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが食品を選ぶかどうか判断するために、パッケージの表示は重要な

情報源です。しかし、遺伝子組換えの表示が 2023 年 4 月 1 日から新し

い制度になり、分別生産流通管理しているだけでは「遺伝子組み換えでな

い」という表示ができなくなりました。市販の食品からは「遺伝子組み換

え」の表示が消えつつあります。 

知って選ぶ権利を守るための食品表示 

遺遺伝伝子子組組みみ換換ええ食食品品のの表表示示    

流通が認められている遺伝子組み換

え食品のうち、現在９つの農産物 ・３

３の加工食品群に遺伝子組み換えで

ある事を表示することが義務付けら

れています。 

遺遺伝伝子子組組みみ換換ええととはは・・・・・・  

種の壁を超えた他の生物から取り出

した遺伝子を組み込むことで新しい

性質を持たせた作物。その作物と、そ

れから作られる食品を遺伝子組み換

え食品と言います。 

 

詳しくはこちらから→ 

共同購入のページ 

４ 

遺伝子組み換え

であることの 
 

但し、全原材料中、重量が上位３品目

以内かつ構成比５％以上の場合 

 

今回の改正では、

醤油や大豆油みた

いな表示義務のな

い加工食品が変わ

ったんだって。 

これって 

知ってた？ 

国内で遺伝子組み換え原料が表示義務がない範囲で使用されている可能性がある食品



     

 

分別生産流通管理は手間やお金がかかります。これをやめる事業者が出てきた場合、細かく

追跡できるこの管理システム自体がなくなる可能性も考えられます。そうなってしまったら

遺伝子組み換えでない作物や食品の入手がさらに困難になるかも？！ 

自分たちの食べるものがどんなものか、知って選べるのは「表示」があってこそ。 

みんなで消費材を使って表示（安全・安心）を守る、みんなで声を政府に届けて表示を守る、

みんなで動く、ここが「協同組合」の力の発揮どころですね。 

改正前の表示 

「遺伝子組み換えでない」 

「非遺伝子組み換え」 

「ＮＯＮ-ＧＭ」 

分別生産流通管理をしている食品の表示
（任意）意図せざる混入 5%以下は許容 

 

改改正正前前とと改改正正後後のの違違いい  
 

「分別生産流通管理」とは・・・ 

遺伝子組み換えでない原料を調

達する仕組みで、生産（農場）→

流通（トラック、サイロ、コンテ

ナ船等）→加工（食品加工業者）

の各段階で分別管理され、それ

ぞれ証明書の添付が義務付けら

れています。 

 

遺伝子組み換え NO の意思表示 

→生活クラブの消費材を利用する 

食品表示市場調査に参加 

→遺伝子組み換えとその表示の状況

が改正でどう変わったか知ること、

市民がこれらの問題に注目している

ことを国や事業者に知らせるための

調査。「たねと食と人＠フォーラム」

が主催。今年も調査予定。 

 

私私ががででききるるアアククシショョンン  

共同購入のページ 

５ 

今今回回のの表表示示制制度度変変更更のの問問題題点点  

「遺伝子組み換え食品いらない」という

立場からみると、遺伝子組み換え作物の

混入をほぼ 0%にすることを追求するの

は、食糧自給率が低く輸入に頼る日本の

現状では逆効果！ 

① 遺伝子組み換えへの関心があっても

消費者が簡単に判別できなくなる。 

② 「遺伝子組み換えでない」という表

示をしたいが、０％のハードルが高

すぎて、コストのかかる分別生産流

通管理をやめてしまう事業者が出て

くる。 

「遺伝子組み換え」 
の文字が消えてる･･･ ｍ 

〜生活クラブの表示変更〜 

これらの表示は義務ではありませんが、情報公開を大切に
する生活クラブでは、遺伝子組み換え問題に取り組み、そ
の状況が組合員にわかるよう、表示を続けています。 

※検査＝公定法検査 

1997 年、国が表示不要とするなか、さまざまな団体と

GM 食品の表示を求める請願、署名活動を展開。運動は大

きなうねりとなって、東京都をはじめとした多くの自治

体が国に対して意見書を提出する動きにつながった。こ

れにより GM 食品表示制度が開始された。 

（たまて箱 2025 年 2 月 p6 より） 

「遺伝子組み換えでない」と表示で
きるのは、分別生産流通管理と公定
法検査で遺伝子組み換えの混入がな
い(ほぼ 0%)と認められたもののみ。 

改正後の表示  

「分別生産流通管理済み」等 
 








